
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 2,963 43 3,842 

前 年 3,146 33 4,045 

増 減 -183 10 -203 

 件 数 死 者 傷 者 

本 年 749 20 501 

前 年 810 23 543 

増 減 -61 -3 -42 

第０７号 

2015年 

７月 16日 

〈高齢者の事故〉 
※高齢者…65歳以上をいう 

件数、傷者が減少する中、死者数は大きく増加しています。 

速度超過や「自分さえよければ」という横着な運転は、重大事故（重傷事故や死亡事故）

に発展するおそれがありますので、基本をしっかり守る「丁寧」で「慎重」な「思いやり、ゆずり

あい運転」を心がけてください。 

また、若年（16 歳～24 歳）ドライバー、女性ドライバーが関係する交通死亡事故が増加 

傾向にあります。周囲の方々に注意を促しましょう。 

平成２７年７月１５日（水）～７月２４日（金） 

運動の基本 

運動の重点 ①  高齢者に対する交通事故防止対策

の推進 

②  自転車の安全利用の推進 

③  全席シートベルトとチャイルドシート

着用の徹底 

④  飲酒運転・過労運転の根絶 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

酒酔い 
運転 

５年以下の懲役又は 

１００万円以下の罰金 
違反点 ３５点 即免許取消し 欠格期間３年 

              （処分前歴がない場合） 

 

酒気帯び 
運転 

 

 

 

 

３年以下の懲役又は 

５０万円以下の罰金 

 

 

 

 

呼気１リットル中０．２５ｍｇ以上 

違反点 ２５点 即免許取消し 欠格期間２年 

（処分前歴がない場合） 

呼気１リットル中０．１５ｍｇ以上０．２５ｍｇ未満 

違反点 １３点 免許停止９０日  

（処分前歴がない場合） 
※ ２点以上の累積点数があれば＋１３点で即取消し 

飲酒運転は犯罪であることをよく認識して、少しで

もお酒を口にしたら運転は絶対にやめましょう。 

深酒や夜遅くまで飲酒した時など、二日酔いのおそ

れがあるときも、運転してはいけません。 

 

 

地域・職域などでは、朝礼、会合など、人が集 

まる機会を活かし、飲酒運転の危険性や交通事故 

の悲惨さについて話し合い、飲酒の機会があると 

きは積極的に｢ハンドルキーパー運動｣に参加しま 

しょう。 

事業所内に掲示するなど、多くの方々にご覧いただけるようご協力ください。 

TEL 077-522-1231（代表） Ｅﾒｰﾙ x0022@police.pref.shiga.jp 

飲酒運転を軽んじる人は、運転する資格なし！ 

全国で後を絶たない飲酒運転による事故…あなたはどう考えますか 


